
神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 

 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 45 年 神 奈 川 県 規 則 第 43 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 １ 条 第 １ 項 中 「 第 ７ 条 第 ８ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 ９ 項 」 に 改 め る 。 

 第 １ 条 の ４ 第 ２ 号 中 「 第 11 条 の ９ 第 １ 項 」 を 「 第 11 条 の 10 第 １

項 」 に 改 め る 。 

第 ７ 条 第 ５ 項 中 「 並 び に ゴ ル フ 場 利 用 税 （ 」 を 「 、 法 人 の 県 民

税 及 び 事 業 税 、 県 た ば こ 税 、 ゴ ル フ 場 利 用 税 並 び に 軽 油 引 取 税 （

納 税 者 又 は 」 に 改 め 、 「 以 下 こ の 項 及 び 」 を 削 り 、 「 ） を 使 用 し

て 」 の 次 に 「 納 付 又 は 」 を 加 え 、 「 、 法 人 の 県 民 税 及 び 事 業 税 並

び に 県 た ば こ 税 （ 納 税 者 が 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 納 付 を 行

う た め の 手 続 を 行 つ た 場 合 に 限 る 。） に 係 る 徴 収 金 」 を 削 る 。 

第 ７ 条 第 ８ 項 を 同 条 第 ９ 項 と し 、 同 条 第 ７ 項 中 「 ま で 」 の 次 に

「 及 び 前 項 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 ８ 項 と し 、 同 条 第 ６ 項 の 次 に

次 の １ 項 を 加 え る 。 

７  第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 に よ る ほ か 、 個 人 事 業 税 、 不 動

産 取 得 税 及 び 自 動 車 税 の 種 別 割 に 係 る 徴 収 金 は 、 地 方 自 治 法 第

231 条 の ２ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 指 定 し た 者 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 指 定 納 付 受 託 者 」 と い う 。） が 納 税 義 務 者 か ら

納 付 の 委 託 を 受 け た と き は 、 当 該 指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る

こ と が で き る 。 

第 ７ 条 の ２ 及 び 別 表 第 ４ の ９ の ２ の 項 中 「 第 11 条 の ９ 第 ３ 項 」

を 「 第 11 条 の 10 第 ３ 項 」 に 改 め る 。 

第 ９ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。 
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第 145 号 様 式 の 10 中 「 の で 、 別 添 の 納 付 書 に よ り 指 定 期 日 ま で

に 納 め て く だ さ い 」 を 削 り 、 

「 

 指 定 期 日     年  月  日      

備 
 

考 

 

                           」  

「 

備 
 

考

 

 

                            」  

改 め る 。 

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 12 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 

 ⑴  第 145 号 様 式 の 10 の 改 正 規 定 及 び 次 項 の 規 定  公 布 の 日 

 ⑵  第 ７ 条 第 ５ 項 の 改 正 規 定  令 和 ６ 年 10 月 28 日  

⑶  第 １ 条 の ４ 第 ２ 号 、 第 ７ 条 の ２ 及 び 別 表 第 ４ の ９ の ２ の 項

の 改 正 規 定  令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 

⑷  第 ９ 号 様 式 の 改 正 規 定  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

２  改 正 前 の 様 式 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 必

要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 
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